
※作業スケジュール

・国道３４号　６：００～　作業開始予定（該当車両20台程度）

問い合わせ先

　この度、緊急通行車両の通行を確保することを目的とし
て、災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、
28日（水）17時に指定した下記区間において、道路啓開作
業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行いま
す。

路線名 指定する道路区間

国道３４号

記

令和元年８月２９日（木）　６時００分発表

記者発表資料（第10報）

　佐賀国道事務所では、緊急車両の通行を確保するため、災害対策基
本法に基づき、指定道路区間を指定し、本日、車両等の移動等を行う
こととしましたのでお知らせします。

佐賀県鳥栖市永吉町～同県嬉野市嬉野町

国土交通省 九州地方整備局 佐賀国道事務所 防災室

技術副所長 後藤
計画課長 山下

TEL ０９５２－３２－１１５１



Ｒ３４号全線　災対法に基づく道路区間指定



国道34号車両等放置箇所

小城市牛津町上砥川付近至 武雄市

至 鳥栖市



国道34号車両等放置箇所

武雄市北方町赤坂付近

武雄市北方町志久付近

武雄市北方町大崎付近

至 佐賀市

至 長崎市


